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今週のことば

フリーランス取引適正化法

フリーランスに業務委託をする際、給付の内

容や報酬額の明示、報酬支払期日の設定を

義務付けるなど取引適正化を目的とした

新法が成立。公布後１年６ヵ月以内に施行｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ５／　８(月) 先負　世界赤十字デー、新型コロナを５類に

 　　　９(火) 仏滅

 　　１０(水) 大安　源泉所得税・住民税特別徴収額の納付期限、愛鳥週間

 　　１１(木) 赤口　春の全国交通安全運動

 　　１２(金) 先勝　看護の日

 　　１３(土) 友引

 　　１４(日) 先負　母の日、大相撲夏場所初日

 ２週分の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 4/24(月) 28,593 △ 29   134.22 ▼0.30

   25(火) 28,620 △ 27   134.14 △0.08

   26(水) 28,416 ▼204   133.45 △0.69

   27(木) 28,458 △ 42   133.78 ▼0.33

   28(金) 28,856 △398   135.71 ▼1.93

 5/ 1(月) 29,123 △267   136.72 ▼1.01

    2(火) 29,158 △ 35   137.59 ▼0.87

法人版事業承継税制（特例措置）の期限

　法人版事業承継税制（非上場株式等に係る贈与

税・相続税の納税猶予制度）には、「一般措置」と

平成３０年度税制改正において１０年間（平成３０年

～令和９年）の措置として創設された「特例措置」

があり、特例措置の適用を受けるためには「特例承

継計画」を提出する必要があります。

◆特例承継計画の提出は令和６年３月までに

　本税制は、後継者が経営承継円滑化法の認定を受

けている非上場会社の株式等を贈与・相続等により

取得した場合に一定の要件のもと、贈与税・相続税

の納税を猶予又は免除する制度で、特例措置につい

ては＊全株式が納税猶予の対象、＊納税猶予割合は

贈与税・相続税ともに１００％、＊雇用確保要件（承

継後５年間平均８割の雇用維持）を満たせなかった

場合でも納税猶予を継続可能など、一般措置を拡充

した制度となっています。

　なお、一般措置も特例措置も円滑化法の認定が適

用の前提となりますが、特例措置については会社の

後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特

例承継計画」を、令和６年３月までに都道府県知事

に提出して確認を受けることが必要となります。

◆令和９年１２月末までの贈与・相続等に適用

　また、一般措置には適用期限は設けられていませ

んが、特例措置は事業承継を集中的に進めるための

時限措置であることから、令和９年１２月末までに非

上場株式等を贈与・相続等により取得することが要

件となります。

　特例措置の適用を検討する場合は、特例承継計画

の提出期限や贈与・相続等の適用期限がありますの

で、早期に取り組むことが重要です。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５１７

インボイス制度開始前後の取引の適用関係

　本年１０月１日からインボイス制度が始まりま

すが、制度開始日前後の取引において売手が出荷

基準により９月に課税売上げを計上し、買手が検

収基準により１０月に課税仕入れを計上するとい

った計上時期が異なる場合もあります。

　この場合、売手においては制度開始前に行った

課税資産の譲渡等であることから、買手から当該

取引に係るインボイスの交付を求められたとして

もインボイスの交付義務はありません。そのため、

買手は原則として、売手における課税売上げの計

上時期が１０月１日以後となる取引から、仕入税額

控除の適用を受けるためのインボイス等の保存が

必要となります。

給与明細書等の電子交付に関する承諾手続

　支払者から受給者に交付する源泉徴収票等は、

書面交付のほか、あらかじめ受給者の承諾を得る

ことで電子交付ができるとされています。

　令和５年度税制改正により、「給与支払明細書」

及び「給与所得の源泉徴収票」について電子交付

の承諾を得ようとする際は、「支払者が定める期

限までに承諾に係る回答がない時は承諾があった

ものとみなす」旨を通知し、期限までに回答がな

い場合には承諾を得たものとみなされることとな

りました（令和５年４月１日以後に適用）。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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法人版事業承継税制の特例措置の概要 

 事業承継税制は、経営承継円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一

定の資産について贈与税や相続税の納税を猶予する制度で、非上場会社の株式等を対象とする「法

人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。 

◆法人版事業承継税制の概要 

・法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑化法の認定を受けてい

る非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈

与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶

予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。 

・本制度には「一般措置」と、事業承継を集中的に進めるため平成 30 年度税制改正において 10

年間（平成 30 年～令和 9 年）の措置として創設された「特例措置」があります。 

・本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受け、報告期

間中（原則として贈与税又は相続税の申告期限から 5 年間）は代表者として経営を行う等の要件

を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。 

・贈与税の納税猶予中に贈与者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税は免除された上で、贈

与を受けた株式等を贈与者から相続等により取得したものとみなして相続税が課税されます（贈与

時の価額で計算）。その際、都道府県知事の確認（切替確認）を受けることで、相続税の納税猶予

を受けることができます。 

◆「特例措置」の主な特徴 

 法人版事業承継税制における「特例措置」の基本的な仕組みは「一般措置」と同様ですが、以下

のような違いがあります。 

 特例措置 一般措置 

事前の計画策定等 
平成 30 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月

31 日までに特例承継計画を提出 
不要 

適用期限 
平成 30 年 1 月 1 日～令和 9 年 12

月 31 日までの贈与・相続等 
なし 

対象株数 全株式 総株式数の最大 2/3 まで 

納税猶予割合 100％ 贈与：100％ 相続：80％ 

承継パターン 複数の株主から最大 3 人の後継者 複数の株主から 1 人の後継者 

雇用確保要件 弾力化 
承継後 5 年間 

平均 8 割の雇用維持が必要 

事業の継続が困難な事

由が生じた場合の免除 
あり なし（猶予税額を納付） 

◎事前の計画策定等…特例措置に関して経営承継円滑化法の認定を受けるには、後継者の氏名や

承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見

を記載の上、令和 6 年 3 月 31 日までに都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。 

※贈与又は相続後でも、円滑化法認定の申請時までは「特例承継計画」を提出することが可能。 

◎適用期限…特例措置は最初の贈与又は相続等による非上場株式等の取得について、平成 30 年 1

月 1 日から令和 9 年 12 月 31 日までの間の取得が要件とされています。 

◎対象株数…特例措置は全株式が適用対象となります（議決権に制限のない株式等に限る）。 

◎納税猶予割合…特例措置は対象となる非上場株式等に対応する相続税・贈与税の 100％が猶予

されます。 

◎承継パターン…特例措置は最大 3 人の後継者が対象となります。 

◎雇用確保要件…特例措置では雇用確保要件を満たすことができなかった場合に、その理由等を記

載した報告書を都道府県知事に提出し、確認を受けることで納税猶予が継続できます。 

◎事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除…特例措置には会社の事業の継続が困難な一定の

事由が生じた場合に特例措置の適用に係る非上場株式等を譲渡等したときに、その対価の額（譲渡

等の時の価額の 1/2 が下限）を基に猶予税額を再計算し、再計算した金額と一定の配当等の金額

との合計額が当初の猶予税額を下回る場合、その差額を免除するなどの措置が設けられています。 


